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Ⅰ雇用調整助成金の特例措置拡大（4月13日時点）  
 新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、休業要請や営業自粛
が広がり、雇用調整助成金の活用を検討する事業者が増えています。4
月13日時点での雇用調整助成金の特例措置拡大のポイントについてご
紹介します。 
◆対象・助成率の拡大 
4月1日から6月30日までの休業については、雇用保険被保険者でないパ
ート、アルバイト等、週当たりの労働時間が20時間未満の労働者、4月
入社で1日も出社していない新入社員、風俗関連業者まで、対象が広が
りました。また、助成率に関しては、解雇なしの中小企業おいては9/10
（従前は2/3）、解雇ありの場合でも4/5と助成率が引き上げられてい
ます。 
◆手続きの簡素化 
休業実施計画届等の事後提出が認められているほか、支給申請書に自
動計算機能が組み込まれ、記載事項が大幅に削減されています。添付
書類にも労働保険料関連のものが不要になるなど、手続きが簡素化さ
れています。 
◆教育訓練はe-ラーニングも可能 
教育訓練を実施した場合の助成率とともに、加算額も通常1,200円のも
のが中小企業では2,400円に引き上げられています。教育訓練の内容も
職業・職務の種類を問わずマナー、メンタルヘルス等の一定の知識や
ノウハウを身に着けるものも対象となります。訓練方法としては、eラ
ーニング等のインターネットを用いた片方向・双方向の実施も対象と
なります。 
◆小学校休業等対応助成金も6月30日まで延長 
小学校等の休校により、子どもの世話を行う労働者に年次有給休暇以
外の有給休暇を取得させた事業主に、賃金相当額の全額を支給する、
助成金も6月30日まで延長されています。 
 

Ⅱ70歳までの就労確保が努力義務に  
3 月末に従業員の 70 歳までの就労確保を努力義務とする改正高年法

（高齢者等の雇用の安定等に関する法律）が雇用保険法や労災保険法
などとあわせて成立しました。来年 4 月の施行予定です。 
◆65 歳から 70 歳までの高年齢者就業確保が努力義務に 
現在も 65 歳までの「高年齢者雇用確保」が企業に義務付けられていま
す。現在の「高年齢者雇用確保」は、「雇用」を前提としているため
「定年の引き上げ」や「継続雇用制度の導入」等の措置が取られてい
ます。これに対し、今回の改正によるところの「高年齢者就業確保」
は 65 歳から 70 歳を対象とし、これまでの「雇用」が前提にあるもの
に加え、労使で合意したうえで雇用以外の措置の導入を講ずることを
企業の努力義務にするとしています。これにより、継続的に業務委託
契約をする制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度が検討され
ます。これまでにはなかった、「再就職支援」、「企業支援」等の措置
が出てくる点に注目です。この「高年齢者就業確保」の実施や運用の
詳細は今後指針が発表される予定です。今回の改正は、努力義務とな
っていますが、将来的には義務化も検討されています。これを機会に
高齢者雇用をはじめとした、雇用の在り方をしっかりと検討していき
たいところです。 

 

Ⅲ中小企業の連鎖倒産を防止「経営セーフティ共済」  
中小企業では売掛金を回収して買掛金を支払うというキャッシュフ

ローで回っていることが多く、突然取引先が倒産して、売掛金の回収
ができなくなると、自身の会社経営がいくら健全であってもキャッシ
ュフローが回らなくなって、連鎖倒産してしまう恐れがあります。経
営セーフティ共済は、このような連鎖倒産のリスクヘッジに有効な制
度です。 
◆制度の概要 
経営セーフティ共済には「1 年以上継続して業務を行っている個人事
業主もしくは法人」で業種ごとに一定の「資本金の額または出資の総
額」と「従業員数」のいずれかを満たしていれば加入することができ
ます。掛け金は月額 5,000 円から 20 万円の範囲で、5,000 円単位で自
由に設定できます。掛金増額が 800 万円に達するまで積み立て可能で
す。取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になった場合
その事業者との取引確認が済み次第、無担保・無保証人で借入が可能
です。「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛け金
総額の 10 倍」のいずれか少ない方の金額を、借り入れることができま
す。 
◆加入のメリット 
確定申告の際、掛け金を法人の場合は損金に、個人事業主の場合には
必要経費に算入できるため、節税効果があります。また一定の月数、
掛け金を収めている場合、契約解除の際にも解約手当金を受け取るこ
とができます。中小企業の「万が一」をサポートする資金調達手段と
して加入を検討してはいかがでしょうか。 


